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議
員

　
①

災
害
予
防

計
画
が
改

正
さ
れ
、

避
難
所
運

営
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
改
正

さ
れ
た
点
は
何
か
②
避
難

所
運
営
訓
練
に
図
上
訓
練

を
積
極
的
に
用
い
て
は
③

共
助
の
意
識
を
高
め
る

「
防
災
隣
組
」
の
訓
練
と

し
て
、「
防
災
運
動
会
」

を
市
民
体
育
祭
の
中
に
取

り
入
れ
て
は
ど
う
か
。

総
務
部
長　

①
主
に
、
男

女
別
更
衣
室
や
ト
イ
レ

の
設
置
、
性
犯
罪
予
防
、

女
性
や
高
齢
者
、
障
が
い

者
へ
の
配
慮
に
重
点
を

置
く
②
避
難
所
運
営
を

疑
似
体
験
で
き
る
「
Ｈ
Ｕ

Ｇ
」
の
体
験
機
会
を
設
定

す
る
③
自
主
防
災
会
や
実

行
委
員
会
に
提
案
す
る
。

議
員

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ウ
ィ
ル
ス
か
ら
の
感
染
や

重
症
化
を
防
ぐ
に
は
、
予

を
定
め
て
お
り
、
被
害
の

予
防
及
び
軽
減
に
努
め
る
。

議
員

　
防
災
と
ガ
バ
ナ

ン
ス
、
行
政
と
議
会
の
役

割
に
つ
い
て
明
確
に
せ

よ
。

総
務
部
長　

大
災
害
時

の
対
策
本
部
と
議
会
の

連
携
を
図
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
十
分
検
討
を
図

る
。

議
員

　
自
助
・
共
助
の
推

進
と
官
民
の
役
割
分
担

の
明
確
化
を
図
れ
。

総
務
部
長　

防
災
・
減
災

の
意
識
啓
発
を
継
続
し

て
実
施
し
て
い
く
。

議
員

　
要
援
護
者
名
簿
共

有
化
の
推
進
と
、
バ
ン
ダ

ナ
の
無
償
提
供
を
。

総
務
部
長　

推
進
し
た
い
。

議
員

　
防
犯
カ
メ
ラ
の
設

置
な
ど
対
策
を
打
て
。

市
民
生
活
部
長　

地
域
住

民
の
声
を
確
認
し
て
検
討

す
る
。

議
員

　
地
域
住
民
の
声
を

大
事
に
せ
よ
。

市
民
生
活
部
長　

現
状
は

難
し
い
が
、
何
ら
か
の
対

策
を
考
え
て
い
く
。

議
員
　
地

域
防
災
計

画
が
役
に

立
つ
見
直

し
に
な
っ

た
と
思
う
が
、
明
確
な
減

災
目
標
を
立
て
よ
。

総
務
部
長　

災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
、
河
川
、
地

盤
、
道
路
、
建
造
物
、
学

校
・
教
育
施
設
、
社
会
福

祉
施
設
等
災
害
予
防
計
画

地域防災計画で
     明確な目標の設定を

「被害の予防・軽減に努める」

三浦 芳一 議員
減
災
対
策

一 般 質 問

防
接
種
が
有
効
で
あ
る
。

接
種
を
希
望
す
る
子
育
て

世
帯
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
し
、
多
く
の
方
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
一
部
公
費

の
助
成
は
で
き
な
い
か
。

福
祉
部
長　

法
令
に
基

づ
き
高
齢
者
に
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
る

が
、
そ
の
他
の
方
は
任
意

の
た
め
自
己
負
担
と
な

っ
て
い
る
。
国
の
動
向
を

見
て
い
く
。

議
員

　
①
美
女
木
７
丁
目

ヤ
マ
ダ
電
機
付
近
交
差
点

②
氷
川
町
２
丁
目
新
曽
氷

川
神
社
付
近
交
差
点
③
笹

目
南
町
ま
き
ば
幼
稚
園
付

近
交
差
点
の
歩
行
者
、
自

転
車
等
の
安
全
確
保
の
た

め
の
方
策
は
。

市
民
生
活
部
長　

①
②

③
の
交
差
点
に
つ
い
て

は
、
今
後
も
十
分
な
安
全

対
策
を
図
っ
て
い
く
。

防
災
隣
組
の
訓
練
に

﹁
防
災
運
動
会
﹂
の
実
施
を

「
自
主
防
災
会
や
実
行
委
員
会
に
提
案
」

手
塚 

静
枝 

議
員

自助・共助

議
員

　

法

律

で
「

住

宅
確
保
要

配

慮

者

」

に
何
ら
か

の
対
策
を
と
る
よ
う
求

め
ら
れ
て
い
る
。
市
営
住

宅
の
空
き
室
募
集
で
は

最
高
１
０
０
倍
の
例
も

あ
る
。
要
配
慮
者
を
市
営

住
宅
で
賄
う
に
は
難
し

い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

都
市
整
備
部
長　

用
地

確
保
や
財
政
面
か
ら
難

し
い
。
要
配
慮
者
の
現
状

と
課
題
を
整
理
、
検
討
を

行
っ
て
い
る
。

議
員

　
生
活
保
護
扶
助
費

は
増
大
し
、
市
負
担
分
を

ど
う
抑
え
て
い
く
か
を
考

え
る
と
き
。
市
民
税
非
課

税
の
所
得
制
限
、
市
内
在

住
歴
10
年
な
ど
の
条
件
を

設
け
、
高
齢
者
単
身
及
び

夫
婦
世
帯
に
、
市
独
自
の

家
賃
補
助
制
度
を
設
け
る

と
き
で
は
な
い
か
。

福
祉
部
長　

経
済
的
に
弱

い
立
場
の
高
齢
者
世
帯

の
方
々
が
、
生
活
保
護
制

度
に
頼
ら
ず
に
、
住
み
慣

れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る

住
宅
施
策
の
構
築
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
所
得
制

限
や
居
住
年
数
な
ど
の

提
案
を
踏
ま
え
、
引
き
続

き
検
討
し
て
い
く
。

議
員

　
健
康
づ
く
り
に

種
々
の
施
策
を
講
じ
る
が
、

具
体
的
数
値
成
果
と
し
て

出
し
に
く
い
面
が
あ
る
。

対
象
者
を
匿
名
化
し
、
Ｉ

Ｔ
を
利
用
し
て
本
人
に
も

成
果
が
見
え
る
よ
う
に
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
総

医
療
費
の
抑
制
も
目
標
設

定
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

福
祉
部
長　

市
民
が
健
康

づ
く
り
に
取
り
組
む
と

き
、「
効
果
が
あ
る
」
と

確
信
が
持
て
る

よ
う
シ
ス
テ
ム

づ
く
り
を
検
討

し
て
い
く
。

市
営
住
宅
で
吸
収
す
る
の
は

    

難
し
い
�
家
賃
補
助
を

「
条
件
面
を
含
め
、引
き
続
き
検
討
」

神
谷 

雄
三 

議
員

住宅要配慮者

健
康
施
策
に
数
値
目
標
を

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
費
の
一
部
助
成
を

▶
避
難
所
運
営
ゲ
ー
ム
Ｈ
Ｕ
Ｇ
（
ハ
グ
）

住宅確保要配慮者に対
する賃貸住宅の供給の

促進に関

する法律
（目的） 

第一条 　この法律は、
住生活基本法 （平成十

八年法律第六十一号）
の

基本理念にのっとり、
低額所得者、被災者、

高齢者、障害者、子ど
も

を育成する家庭その他
住宅の確保に特に配慮

を要する者（以下「住
宅

確保要配慮者」という
。）に対する賃貸住宅の

供給の促進に関し、基
本

方針の策定その他の　
　　　　　　　　　　

　に対する賃貸住宅の
供

給の促進に関する施策
の基本となる事項等を

定めることにより、に
対

する賃貸住宅の供給の
促進を図り、もって国

民生活の安定向上と社
会

福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。 

住宅確保要配慮者
▶
住
宅
確
保
要
配
慮
者
法

ろ
う
あ
者
・
手
話
通
訳
者

に
バ
ン
ダ
ナ
の
提
供
を

喜
沢
交
番
跡
地
に

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を

ト
コ
バ
ス
「
川
岸
会
館
前
」

道
路
に
横
断
歩
道
を

交
差
点
の
安
全
対
策
を

開かれた議会と
活力ある議会運営

２人以上の議員の推薦

議場で行います

演壇から発言
制限時間一人 10 分

年長の議員が進行

もちろん傍聴できます。イ
ンターネット中継・録画放映
も行います。

その後、公式な議会を開会
し議長選挙となります。

2 月 6 日 ( 水 )・7 日 ( 木 ) に、市議会議員
一般選挙後、初めての議会が開かれ、正副
議長、常任委員会の各委員等、役職を選任
します。

議長選挙では、所信表明会を行います。

議会モニター決まる
２回目の募集となった議会モニターについて、書
類選考の結果、５人の方にモニターになっていただ
くことに決定いたしました。

◇任期……平成25年１月１日～12月31日

◇職務……①本会議、委員会を傍聴して、運営に関
する意見書の提出。

　②議会だより、ホームページに関する意見書の提出。
　③議員との意見交換。
　④議長が依頼した議会運営に関する調査事項の回
答など。

？目的は

？立候補の条件は

？場所は

？どういう方法で

？進行者は

？傍聴は

？投票は

▲
平
成
24
年
10
月
に
全
面
改
訂
し
た

　

戸
田
市
地
域
防
災
計
画

▲委嘱状交付後、正副議長を囲んで（本会議場）


